
山形県立遊佐高等学校 文化部活動方針 

2019年 8月 27日策定 

 

１ 文化部活動基本方針 

（１）生徒が生涯にわたって学び、芸術文化等の活動に親しみ、多様な表現や鑑賞の活動を通

して、豊かな心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努めるとともに、バランスのとれ

た心身の成長と学校生活を送ることができるようにする。 

（２）生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育の一環として教育課程との関連を 

図りながら、合理的でかつ効率的・効果的に取り組むものとする。 

 

２ 文化部活動の休養日及び活動時間について 

（１）休養日（週当たり） 

平日１日以上、週休日等１日以上 

（２）活動時間 

平日２時間程度、週休日等３時間程度 

※上記の活動時間については、大会、研修会、合宿・遠征等は除くものとする。 

（３）長期休業中の休養日 

ある程度長期の休養期間を設け、年間活動計画に示す。 

（４）その他 

①定期試験１週間前は部活動休止とする。 

②上記の基準を原則とするが、各部の目標とする大会前等は、少なくとも週１回の休養 

日を設けた上で、設定できない休養日を他の週に振替え、各部の年間活動計画に示す。 

 

３ 強化指定部について 

強化指定部は、特に設けない。 

 

４ 大会参加、県外遠征等について 

（１）大会、研修会、県外遠征等については、本校生徒派遣費等の基準に準じる。 

（２）顧問は、参加１週間前までに「対外運動競技等参加計画書」を提出する。 

 

５ 年間活動計画及び活動実績について 

（１）顧問は、年度始めに年間活動計画を作成し、部活動運営委員会に提出するとともに、 

保護者等に配布する。また、年度末までに年間活動実績を作成し、部活動運営委員会に 

提出する。 

（２）活動状況等については、保護者等と情報を共有し、理解と協力を得るように努める。 

 

※上記以外の事項については、山形県教育委員会の方針に則って実施する。また、本方針は 2019

年 9月 1日より実施する。 


